奈良市高の原第四自転車駐車場入退場ゲート等賃貸借及び運用管理業務
共同企業体協定書
（目的）
第1条　 本協定は、令和　　年　　月　　日付けで公告のあった「奈良市高の原第四自転車駐車場入退場ゲート等賃貸借及び運用管理業務」（以下「本業務」という。）を共同連帯して履行することを目的とする共同企業体（以下「本共同企業体」という。）を結成することを定めるものである。
（名称）
第2条　 本共同企業体は、□□□・■■■共同企業体（以下「本共同企業体」という。）と称する。
（事務所の所在地）
第3条　 本共同企業体は、事務所を〇〇〇市〇〇〇に置く。
（代表者）
第4条　 本共同企業体の代表者は、甲とする。
（代表者の権限と責任）
第5条　 本共同企業体の代表者は本業務に関して、共同企業体を代表し、入札および発注者との調整に係る一切の権限を有するものとする。
（契約の締結、賃貸借料・委託料の請求および受領）
第6条　 本業務に係る契約の締結、賃貸借料・委託料の請求および受領については、次条に示す分担業務に応じて、各構成員が発注者と直接行うものとする。
（業務の分担）
第7条　 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部について、発注者の承認を得て、再委託することができる。
（１） 甲の分担業務	Ａ：機器等賃貸借業務
（２） 乙の分担業務	Ｂ：運用管理業務
（業務における責任）
第8条　 各構成員は、自己の分担業務の履行に関し、発注者に対して直接責任を負うものとする。また、構成員の一方がその責めに帰すべき理由により本業務の履行に関し発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がその損害を賠償するものとする。
（権利義務の譲渡の禁止）
第9条　 本協定に基づく権利義務は、第三者に譲渡することはできない。
（有効期間）
第10条　 本協定は、協定締結日に効力を生じ、本業務の履行完了後、債権債務が消滅するまで、その効力を有するものとする。なお、入札の結果、本共同企業体が落札できなかったときは、当該入札が終了したときに失効する。
（協議）
第11条　 本協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
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